
広島県共済の共済制度にご加入いただくと、福利厚生サービスの特典があります！

スマートフォンアプリ「エルフル」

アプリストアから
　　　　「エルフル」と検索！

健康もしもし24

電話１本で健康相談ができま
す。不安に思うことや質問など、
医療アドバイザーにご相談くだ
さい。 （２４時間年中無休）

レジャー施設や宿泊・飲食店
などで優待サービスが受けら
れたり、季節ごとにおすすめ
の「回遊プラン」のご紹介など
お得で楽しいアプリです。

地域の見どころをご紹介した
「Anshin」、おでかけ情報満載
の「エルフル」をお届けします。
（年4回発行）

■共済金の請求
■ご契約者名・住所等の変更
■被共済者等の内容の変更
■福利厚生サービスについて

お気軽にこちらまで
お問い合わせください。

「情報誌Anshin」
「季刊誌エルフル」
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●ご加入年齢：満6歳から満74歳まで（80歳までご継続いただけます。）

満6歳から満80歳まで※

交通事故・傷害による死亡

共済期間内に、交通事故または傷害により、事故の日から180日以内に

死亡したとき。

交通事故・傷害による入院

共済期間内の交通事故または傷害により、事故の日から60日以内に入院

したとき。ただし、給付期間は同一事故について入院日数120日をもって

限度とします。

交通事故・傷害による通院

共済期間内の交通事故または傷害により、事故の日から60日以内に通院

したとき。ただし、給付期間は同一事故について通院日数60日をもって

限度とします。

●共済掛金：月々900円

●ご加入資格：加入日現在、健康でかつ正常に就業されている方、または日常生活を営んでいる方に限ります。

●ご加入年齢および満了年齢：満6歳から満74歳まで。ただし、満80歳の誕生日が属する月の末日までご継続いただけます。

●ご加入制限：被共済者1人あたり一口とします。〔傷害共済24時間保障型と傷害共済就業中保障型の重複加入はできません。〕

●お引受方法：ご加入いただける被共済者の範囲は下表のとおりとします。

●共済金のお支払い：共済金受取人はご契約者または被共済者となります。他の保険・共済による給付や労災認定の有無に関わらずお支払いします。

●共済掛金の払込方法：ご契約者の指定口座から自動引落しとなります。ご加入月の翌月27日より毎月引落します。

●共済責任開始日：共済責任開始日は加入日の属する月の翌月1日午前零時からとなります。共済責任開始日より前の事故によるご請求については共済

　金はお支払いできません。

●共済期間および契約の更新：共済期間は1年間です。ただし、共済期間満了の日から2週間前までに特にお申し出のない限り、自動継続となります。

●組合員資格および出資金：広島県内で事業を実施されている方は当組合の組合員資格があります。組合員資格のある方で、当組合を初めてご利用に

　なる方は出資金（1口100円）をお預りします。（ご加入にあたっては、10口1,000円以上の出資をお願いしています。）組合員資格のない方は一定の範囲

　内で員外利用していただくことができます。（出資金は不要です。）

※次に掲げる職業の就業（作業）中に発生した
事故については、共済金は半額になります。
就業（作業）中以外の事故については、通常
の支払いになります。

※次に掲げる職業の就業（作業）中に発生した事故については、
共済金はお支払いできません。就業（作業）中以外の事故につ
いては、通常の支払いになります。

※満了日は、満80歳の誕生日が属する月の末日となります。

年1回、被共済者の変更や

共済金の請求等について、

ご契約内容の確認を実施い

たします。

ムダなく安心してご利用い

ただけます。
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